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第１回札幌市介護保険事業計画推進委員会（第６期）議事要旨 

 

日 時：平成２７年９月１日（火）午後３時～午後５時 

場 所：ＴＫＰカンファレンスセンター       

カンファレンスルーム６Ａ          

 

Ⅰ 出席者 

 １ 委員 

 岡田委員長、永田副委員長、髙橋委員、荒木委員、大森委員、星野委員、村岡委員、

三浦委員、紙谷委員、山本委員、馬場委員、南委員、姉崎委員、平田委員、 

足立委員、河上委員、佐藤委員、下村委員、髙田委員、藤原委員 

 ２ 事務局 

 渋谷高齢保健福祉部長、佐々木高齢福祉課長、小山介護保険課長、 

岡島認知症支援・介護予防担当課長、中田事業指導担当課長、紺野企画係長、 

篠永管理係長、小林給付・認定係長、早坂計画担当係長、 

澤田認知症支援担当係長、上田介護予防担当係長、宮本事業指導係長、 

植木事業者指定担当係長、猪苗代指導担当係長、鹿嶋施設指導係長、 

成澤施設整備担当係長 

 

Ⅱ 議事次第 

１ 開会 

２ 議事 

 (1) 介護保険事業計画推進委員会について 

  ア 委員長及び副委員長の選出 

  イ 委員会の目的、運営等について 

  ウ 地域密着型サービス部会の設置について 

   エ 地域密着型サービス部会の委員の選任について 

  オ その他の部会について 

 (2) 平成27～29年度 札幌市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について 

(3) 札幌市の介護保険事業の現状、取組状況について 

 (4) 地域密着型サービス事業者の指定状況について 

３ 閉会 

 

Ⅲ 議事 

 １ 開会 

  (1) 高齢保健福祉部長挨拶 
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渋谷高齢保健福祉部長からあいさつ 

  (2) 配布資料の確認及び委員紹介 

小山高齢福祉課長から委員の出欠状況についての報告及び配布資料の確認、各委

員の自己紹介 

  (3) 事務局紹介 

    渋谷高齢保健福祉部長及び事務局の一部職員から、自己紹介 

 

 ２ 議事 

  (1) 介護保険事業計画推進委員会について 

ア 委員長及び副委員長の選出 

     委員の互選により岡田委員を委員長に、永田委員を副委員長に選出 

   イ 委員会の目的、運営等について 

  小山介護保険課長より資料に沿って説明 

   ウ 地域密着型サービス部会の設置について 

     中田事業指導担当課長より資料に沿って説明 

   エ 地域密着型サービス部会の委員の選任について 

     中田事業指導担当課長より資料に沿って説明 

     部会のメンバーについては、委員長の要望により事務局案が提示され、事務局

案のとおり、岡田委員長、加藤委員、馬場委員、南委員、平田委員、足立委員、

藤原委員が選任された。 

   オ その他の部会について 

     小山介護保険課長より資料に沿って説明 

 

 (2) 平成27～29年度 札幌市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について 

(3) 札幌市の介護保険事業の現状、取組状況について 

○岡田委員長 次に、（２）平成２７年～２９年度札幌市高齢者保健福祉計画・介

護保険事業計画について、事務局から説明をお願いいたします。 

    なお、委員の皆様からのご質問やご意見等につきましては、次の議題の（３）札

幌市の介護保険事業の現状、取組状況についてまでの説明を終了してから一括でお

願いしたいと思います。 

（小山介護保険課長、岡島認知症支援・介護予防担当課長、中田事業指導担当課

長から資料により説明） 

○岡田委員長 ありがとうございます。 

    ただいまの（２）（３）につきましてご質問等がございましたら挙手をしていた

だければと思いますが、いかがでしょうか。 

   ○髙橋委員 今お話があった成年後見制度利用支援事業についての質問です。 
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    市町村長申し立てがあると思いますけれども、条文上は、成年後見の保佐、補助、

全てに市町村長申し立てができるとなっているのですが、札幌市は後見のみを申し

立てしている現状があると伺っています。 

    ほかの市町村では、保佐について、例えば虐待や精神障がい者の方で退院してき

た方など、申し立てをしている事例があると聞いていますが、札幌市が後見に限っ

ているという理由がもしわかりましたら教えていただければと思います。 

    もう一つは、先ほど、地域ケア会議に関しまして、ケースによっては法律の専門

家に関与していただくこともあるかもしれないというお話があったかと思いますけ

れども、大阪などでは、地域包括支援センターに弁護士を派遣し、相談を受ける事

業が実施されている地域があります。 

    まず、モデル事業として、弁護士会が費用を負担し、そのような相談を実施した

ところ、需要があったということで予算をつけていただき、そのような事業を実施

している地域があると聞いていますけれども、札幌市ではそのような検討が何かあ

るか、あるいは、そのような需要があるかどうかについて教えていただければと思

います。 

○岡島認知症支援・介護予防担当課長 まず、１点目です。 

    札幌市が保佐、補助に対しての市長申し立ての補助をしておらず、後見だけなの

はなぜかというご質問でございますが、ただいま答えを持ち合わせておりませんの

で、調べまして後ほどお答えをお返ししたいと思います。 

    次に、２点目です。 

    大阪市がどのようなケースを対象にしているのか私どもは存じ上げませんが、札

幌市でも、地域ケア会議とは別に、虐待の事例に関しましては専門職派遣チームを

つくり、各区あるいは地域包括支援センターを交えて行うケース会議に対し、弁護

士の皆さんと社会福祉士の方々にお越しいただくといった事業は組んでおります。 

    今後は、毎回ではないのですが、取り上げる課題によりまして、アドバイザーと

してお越しいただくような機会はあるかと思いますので、その件につきましては、

札幌市弁護士会を通じまして、ご依頼をさせていただく予定でございます。 

    その節は、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

○髙田委員 介護保険事業計画の関係について２点お伺いします。 

    概要版を３ページめくって、施策６として安定した介護保険制度の運営とあり、

この中に公平公正な要介護認定と書いてありますね。私のような素人が読みますと、

公平公正でないものもあるのかなと思ってしまったのですけれども、そういう意味

ではなく、ごく一般的なこととして書いてあるのかどうかをお伺いいたします。 

    次に、２ページめくっていただきまして、保険料の関係です。 

    保険料の上昇を抑制するために基金を１４億円取り崩しますということで、本書

の１６２ページを見ますと、平成２７年度から２９年度の財源内訳で札幌市介護給
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付費準備基金を３年間で使い切ってしまうという状況になっていますね。そこで、

この後の考え方を何かお持ちでしたらお聞かせ願いたいです。 

   ○小山介護保険課長 まず、公平公正な認定についてです。 

    とりあえず、介護認定について、国で統一基準を示していますが、認定調査員が

実施するということで、担当職員による差がどうしても出てくる部分があります。

しかし、そういったものを避けるため、研修などを実施した上で要介護認定の平準

化に取り組んでまいりたいと考えております。 

    次に、基金についてです。 

    とりあえずは計画ということで、その中で歳出と歳入の３年間の収支をとんとん

にすることが基本になってございます。そこで、計画どおりにいけば、次の計画の

ときに準備基金が残らないとしても、３年間、適正な保険料としていたということ

で、余り大きな問題にはならないのかなと考えております。 

    そして、次のときに基金がなければどうしようかということですけれども、その

場合は、基金がない中、その後の３年間で必要な給付費などを適正に算定し、保険

料を極力引き上げないように努めてまいりたいということで考えております。 

○髙田委員 公平公正な介護認定についてはよくわかりました。 

    それから、財源についても、なくなったときに極端に上がるのではないかという

ことをちょっと心配したのですが、どこかで少しずつ残ったりするのかなという甘

い考えも持っておりました。ただ、なくなるのは間違いないということでした。し

かし、保険料はなるべく上げないように努力するということですので、了解いたし

ました。 

○星野委員 以前から思っていたのですけれども、これからの地域支援事業という

のがかなりボリュームを占めてきます。先ほどの資料を見ていると、札幌市では、

要支援から要介護１まで、全国の平均と随分違い、１０％ぐらい違うみたいです。

これはどこに原因があるのかなと思うのですけれども、地域支援事業に移る場合、

地域包括ケアシステムが今まで以上に作動してくると思います。 

    そうすると、例えば、単純に言って、５万人規模のところに１カ所というと、今

の地域包括支援センターでは足りませんので、地域ケア会議がこれからさらに重要

な部分を担っていくかと思います。しかし、今の体制のままで地域支援事業に移っ

ていき、平成２９年に実施された場合、大丈夫なのかなという感じがします。です

から、地域包括支援センターをさらに充実させていくような予定がある、あるいは、

必要ではないかという感じがいたします。 

  また、いつも思っているのですけれども、介護を担う人材がいなければなかなか

進みません。フォーマル、あるいは、インフォーマルというわけではないのですけ

れども、地域ではボランティアの力がなければやっていけないと思うのです。そこ

で、一つは、この中に盛り込むものかどうかはわからないのですけれども、人材確
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保がもう少し強調されるべきだと思います。 

    それから、それに付随して、恐らく、これから超高齢化社会に突入するとき、介

護を担う人材だけではなく、地域ぐるみでいかなければいけないと思います。そう

いうときに、全国では、小学校や中学校、また、若年層など、多世代の協力につい

ても耳に入ってきます。具体的な計画の中に盛り込まれるかどうかはわかりません

けれども、これもこれから必要な要素かと思います。 

    私のところでも介護事業をやっているのですけれども、これから一番不安になっ

てくるのは人材なのです。今もそうですけれども、それこそアクティブシニア、そ

して若い世代も含めて、そういうような雰囲気がつくられたり、関心を持っていた

だけるようなことがあるといいのかと思いまして、発言させていただきました。 

○岡田委員長 ありがとうございました。 

    星野委員からいただきました３点につきましては私も全く同じ思いを持っており

ますし、前回の委員会から引き続きそういった話がありましたので、ここで改めて

市のお話をいただければと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○岡島認知症支援・介護予防担当課長 地域包括支援センターについての星野委員

からのご指摘は、そのとおりだと思います。地域包括支援センターの役割はどんど

ん肥大化しておりまして、現行の体制で大変お忙しい状況だということは私たちも

重々承知しております。 

    地域包括支援センターが平成１８年度に初めてつくられたときには１７カ所で、

それから、エリアを分割し、公募し、１０カ所ふやしてきたわけでございます。し

かし、エリアを分割して担当する地域包括支援センターがかわるたび、支援を受け

ている側にも大きな負担が生じたり、地域が混乱したりしてきました。これまでは

それらをうまくおさめつつ進んできたのですが、今回は大変大きな介護保険制度改

正があり、それとエリアの分割による混乱が同時に起これば非常に厳しいだろうと

いうこともございます。そこで、今回の第６期介護保険事業計画では、地域包括支

援センターについては、人材はふやすけれども、分割をすることはやめようという

決断をいたしました。 

    ただ、２７カ所で打ちどめという結論を出したわけではございません。今後、質

の確保や人材の確保、あるいは、包括支援センターをどこにどのようにふやしてい

くべきかということも引き続き検討していきたいと思っておりますので、またご意

見を頂戴したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○中田事業指導担当課長 最後に、介護人材の担い手不足が心配だというようなお

話をいただきまして、ありがとうございます。 

    札幌市でも同様の認識を持っております。これまでにも、平成２５年１１月に市

内の事業所に対して介護保険サービスの供給事業者の調査を実施しておりまして、

その際にも、職員の不足について、「非常に不足している」「やや不足している」
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と回答した事業所が全体の６割という結果が出ております。それから、実地指導を

各事業所に対して行っておりますが、その中で、人材の不足に対して、苦労してい

るというようなお声を直接頂戴する機会もございました。このような状況から、札

幌市としても介護人材の不足は重要な課題だと認識しております。 

    本市においては、来年度の予定になっておりますけれども、平成３０年度からの

次期計画に向けて介護保険サービス事業所への実態調査も行い、人材不足の実情や

対策について、参考になる材料をこれからも少しずつ収集し、次の施策に生かして

いきたいと考えております。 

    介護人材の確保対策については、現在行われているものとして、例えば、人材の

確保のための定着のための研修、スキルアップの事業を札幌市が主催し、各事業所

の職員の方に来ていただいております。そこでは、管理者用の雇用管理の基礎知識

を学ぶためのセミナーや実際の介護職員のための接遇に関する研修などを行ってお

ります。そのほか、新しく人材を求めるためには、介護事業者そのものが自分の事

業所の魅力を適切に伝えていくスキルも必要になってくるかと思いますので、その

ためのセミナーも今年度から開始しており、少しずつではありますけれども、この

ような手を打っているという状況をお伝えしたいと思っております。 

○佐々木高齢福祉課長 ３点目の介護業界だけではなく、これから高齢者が活躍し

ていただかなければいけない時代だというような趣旨のことかと思います。 

    まず、介護業界で申しますと、今、私どもで持っておりますものに、介護サポー

トポイント事業がございます。介護の現場に１号被保険者の方がボランティアとし

て入っていただく仕組みを持っておりまして、先ほどのお話のインフォーマルの部

分を少し担っているのかなというところがございます。ただ、まだ小さな事業でご

ざいますので、今後、これをどうしていくかということはございます。 

    また、多世代の協力、あるいは、世代間の交流等を含め、高齢社会を社会全体と

してどのように迎えていくかという中での高齢者の社会参加のあり方など、まだま

だ検討すべき課題がたくさんあると思っております。 

    計画の中でも、本書の１０６ページから積極的な社会参加の促進ということで課

題としては幾つか挙げてございます。今も、老人クラブなど、高齢者のためのいろ

いろな施策がございますけれども、今後さらに高齢化が進む中でどういう方向性に

向かっていくかという課題認識は持っており、この場でもご意見をいただければと

思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○藤原委員 確認と意見です。 

    実は、業務で福祉介護事業所の評価調査機関をやっておりますが、ことしの春に

法律が変わったことがあったので申し述べます。 

    本編の８１ページの事業者情報の公表の促進の主な取り組みのイにグループホー

ム等の外部評価結果の公表の促進とありますね。こちらでは認知症高齢者グループ
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ホームと小規模多機能型居宅介護の２サービスを調査対象としていましたのですが、

ことしの４月１日に道条例も変わり、小規模多機能居宅介護は対象外となってしま

いました。そして、現在、外部評価の対象は認知症高齢者グループホームとなりま

した。 

    今まで、小規模多機能型居宅介護事業所は、事後評価や外部評価などにより、本

当に一生懸命努力されてきました。どういう意味合いで対象外になったかは国に聞

いていないのでわかりませんけれども、今までも非常に切磋琢磨されておりました。

しかし、今度の国の方針としては運営推進会議で外部評価をしなさいということで

す。 

    実は、グループホームも小規模多機能も、運営推進会議で十分にできているかと

いうと、必ずしもそうではない状況があります。ただ、そうしてせっかくやってき

たのにほっぽってしまうということで意見を申し上げたいと思います。こちらに市

民委員でいらっしゃいます下村委員の意見ですが、小規模多機能事業所の運営推進

会議の中のメンバーに外部評価調査員を入れたらいいのではないかということです。

運営推進会議の要件とまでは言いませんけれども、そうした策を行うことによって

運営推進会議で外部評価を含めた中身が充実するのではないかということが言われ

ており、私もそのように思います。 

    そこで、札幌市として、努力義務とはいかないのでしょうけれども、独自に事業

者に対してプラスアルファしていただければ非常にありがたいなと思う次第です。 

○中田事業指導担当課長 小規模多機能の運営推進会議を十分できていないところ

もあるというお話で、独自の札幌市のルールとして会議のメンバーの中に外部調査

員を含める等の何らかの手を打てないのかというようなご意見だったかと思います。 

    札幌市の現状のルールとして、独自に入れられるもの、国のルールに従って入れ

なければいけないものなど、それぞれあると思いますので、今のいただいたご意見

を踏まえまして、どこまで独自のルールがつくれるかどうか、持ち帰り、検討、研

究させていただきたいと考えております。 

 

(4) 地域密着型サービス事業者の指定状況について 

○岡田委員長 最後に、（４）地域密着型サービス事業者の指定状況について、よろ

しくお願いいたします。 

（中田事業指導担当課長から資料により説明） 

○岡田委員長 事業所の指定数につきまして、ご意見やご質問は何かございますでし

ょうか。 

○下村委員 小規模多機能型に看護小規模多機能型居宅介護というものが新しく加わ

ったのですけれども、これの理解がちょっと難しいのです。 

   今までも小規模多機能には看護師が常駐するということがあったのですが、それと
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は別に、訪問看護ステーションもその中に加わる小規模多機能なのでしょうか。訪問

看護の方は地域に対しても訪問看護の事業をするのか、小規模多機能の中の利用者の

みにするのか、よく理解ができなかったので、質問します。 

○渋谷高齢保健福祉部長 もちろん、小規模多機能型居宅介護の登録の利用者に対し

てのサービス提供であり、連携型と実際に看護職員を抱える型の両方があります。今

までは複合型サービスという名称で、看護小規模多機能型居宅介護という名称ではな

かったのですけれども、看護もついていることをよりわかりやすくするため名称が変

わりました。これは、今回から新しくなったものではなくて、従前からあるサービス

であり、決して新しいサービスではありません。 

○下村委員 利用料がかなり変わるのです。外部評価に出て看護師が常駐しています

ということで、小規模多機能型居宅介護と看護小規模型では利用料が違うというとこ

ろがちょっとわからなかったのです。 

○渋谷高齢保健福祉部長 基本として、通常の小規模多機能型は、中に看護師はおり

ますが、医療的なケアよりは、どちらかというと小規模多機能型では介護が中心にな

ります。しかし、看護小規模多機能型になると、医療的なケアも含め、利用者が必要

なサービスを受けられる類型となります。このように、どうしても医療の部分が多く

入りますので、介護報酬上、料金が通常の小規模多機能よりは高く設定されています。 

○岡田委員長 ほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○岡田委員長 指定の状況についてはよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○岡田委員長 ありがとうございました。 

   そうしましたら、これで本日の議事は全て終了いたしました。 

 事務局からその他はございますか。 

○小山介護保険課長 事務局からは、特にございません。 

 

３ 閉会 

○岡田委員長 それでは、次回の委員会についてです。 

   年度内にあと１回開催する予定でしたので、日程の詳細や議題が決まりましたら、

後日、改めて事務局からご連絡させていただきます。 

それでは、以上をもちまして、第１回札幌市介護保険事業計画推進委員会を閉会さ

せていただきます。本日は、どうもありがとうございました。 

 


